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公益財団法人熊本県市町村振興協会災害見舞金交付規程 

 

制定 平成２５年 ４月１日規程第１６号 

改正 令和 ４年１２月７日規程第 ２号 

（目的） 

第１条 この規程は、大規模災害が発生した県内市町村に対して災害見舞金を交付す

ることにより、その復旧対策の促進が図られることを目的とする。 

（対象市町村） 

第２条 災害見舞金は、災害救助法（昭和２２年法律第１１８号）第２条により適用

区域に指定された市町村に交付する。ただし、同条第２項により同法の適用区域に

指定された場合は除く。 

（災害見舞金の額） 

第３条 災害見舞金の額は、１市町村あたり１００万円とする。  

（災害見舞金の交付） 

第４条 理事長は、市町村への災害見舞金の交付を決定した場合には、災害見舞金交

付通知書（別記様式）により、当該市町村に対し通知のうえ、速やかに交付するも

のとする。 

（委任） 

第５条 この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が別に定める。 

 （協議） 

第６条 この規程により難い災害及び定めのない事項については、理事会がその都度

協議して定める。 

附 則 

１ この規程は、公益財団法人熊本県市町村振興協会の設立の登記の日（平成２５年  

 ４月１日）から施行する。 

２ 財団法人熊本県市町村振興協会災害見舞金交付規程（平成２４年８月２４日制定）

は、廃止する。 

   附 則（令和４年規程第２号） 

 この規程は、令和４年１２月７日から施行し、令和４年９月１日から適用する。 

    


